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告 
 

示 

  
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
建
物
共
済
事
業
及
び
機
械
損
害
共
済
事

業
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

建
物
共
済
事
業 

 
 

分
担
金
そ
の
他
収
入 

二
、
二
四
八
、
六
七
〇
、
九
二
〇
円 

 
 

災
害
共
済
金
、
経
費
そ
の
他
支
出 

八
九
八
、
一
三
九
、
八
五
七
円 

 
 

正
味
財
産 

二
三
、
七
五
七
、
四
八
九
、
六
三
五
円 

 

二 

機
械
損
害
共
済
事
業 

 
 

分
担
金
そ
の
他
収
入 

一
、
一
一
三
、
六
九
四
、
二
二
八
円 

 
 

災
害
共
済
金
、
経
費
そ
の
他
支
出 

四
七
一
、
一
三
六
、
五
七
八
円 

 
 

正
味
財
産 

七
、
三
八
七
、
二
一
〇
、
六
五
〇
円 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
九
号



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
号



１ 落札に係る建設工事の名称 

  東部地域振興ふれあい拠点施設建設工事 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県都市整備部営繕課大規模施設・耐震改修担当 埼玉県さいたま市浦和区 

高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成22年６月22日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社錢高組 大阪府大阪市西区西本町２丁目２番11号 

５ 落札金額 

  3,557,085,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成22年４月16日 



告 
 

示 

 
 

 
所
沢
市
か
ら
所
沢
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
一
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

合
同
会
社
西
友 

所
沢
駅
前
店 

 
 

 

所
沢
市
日
吉
町
一
ー
十
三
番
地 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
西
武
鉄
道
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

取
締
役
社
長 

戸
田
博
之 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十
六
番
十
五
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
西
武
鉄
道
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

取
締
役
社
長 

白
山
進 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十
六
番
十
五
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
西
友 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役
社
長 

渡
邊
紀
征 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
一
番
一
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
合
同
会
社
西
友 

 
 

 
 

 
 

 
 

職
務
執
行
者 

野
田
亨 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
北
区
赤
羽
二
丁
目
一
番
一
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
三
日 

他 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
七
月
十
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
二
号



四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

合
同
会
社
西
友 

所
沢
駅
前
店 

 
 

 

所
沢
市
日
吉
町
一
ー
十
三
番
地 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
八
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
七
月
十
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
三
号



告 
 

示 

  
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

起
業
者
の
名
称 

 
 

ふ
じ
み
野
市 

二 

事
業
の
種
類 

 
 

（
仮
称
）
ふ
じ
み
野
市
立
鶴
ケ
丘
小
学
校
第
２
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
整
備
事
業 

三 

起
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
鶴
ケ
岡
一
丁
目
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

 

イ 

法
第
二
十
条
第
一
号
要
件 

 
 

 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
ふ
じ
み
野
市
鶴
ケ
岡
一
丁
目
地
内
に
お
け
る
三
三
〇
・
五
九
平
方 

 
 

メ
ー
ト
ル
の
土
地
を
起
業
地
と
す
る
（
仮
称
）
ふ
じ
み
野
市
立
鶴
ケ
丘
小
学
校
第
２
放
課
後 

 
 

児
童
ク
ラ
ブ
整
備
事
業
（
以
下
、
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
。
本
件
事
業
は
、
起 

 
 

業
者
が
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
施
設
を
設
置
す
る
も
の
で
あ
り
、 

 
 

当
該
施
設
は
法
第
三
条
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
社
会
福
祉
法
に
よ
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に 

 
 

供
す
る
施
設
に
該
当
す
る
。 

 
 

 

よ
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ロ 

同
条
第
二
号
要
件 

 
 

 

起
業
者
で
あ
る
ふ
じ
み
野
市
は
、
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事 

 
 

業
を
実
施
す
る
権
能
を
有
す
る
。
ま
た
、
本
件
事
業
を
施
行
す
る
た
め
、
当
該
施
設
を
設
置 

 
 

す
る
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
財
源
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
起
業
者
は
本
件
事
業
を 

 
 

遂
行
す
る
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 

よ
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ハ 

同
条
第
三
号
要
件 

 
 

⑴ 

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益 

 
 

 
 

起
業
者
は
、
ふ
じ
み
野
市
総
合
振
興
計
画
に
お
い
て
、
保
護
者
の
就
労
等
に
よ
る
留
守 

 
 

 

家
庭
児
童
等
を
対
象
に
授
業
終
了
後
に
遊
び
や
生
活
の
場
を
与
え
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
四
号



 
 

 

の
充
実
を
掲
げ
、
ま
た
、
ふ
じ
み
野
市
次
世
代
育
成
支
援
後
期
行
動
計
画
で
は
、
利
用
者 

 
 

 

の
増
加
に
よ
り
大
規
模
化
し
た
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
早
急
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
こ
と 

 
 

 

か
ら
、
設
備
等
の
充
実
等
に
努
め
る
と
と
も
に
児
童
数
の
適
正
化
を
目
指
す
こ
と
と
し
、 

 
 

 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
整
備
を
進
め
て
い
る
。 

 
 

 
 

ふ
じ
み
野
市
立
鶴
ケ
丘
小
学
校
（
以
下
「
小
学
校
」
と
い
う
。
）
の
児
童
を
主
た
る
対 

 
 

 

象
と
す
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
あ
る
ふ
じ
み
野
市
立
鶴
ケ
丘
小
学
校
学
童
保
育
室
（
以 

 
 

 

下
、
「
現
ク
ラ
ブ
」
と
い
う
。)

を
利
用
す
る
児
童
数
は
年
々
増
加
し
、
平
成
二
十
二
年
四 

 
 

 

月
に
は
九
十
八
人
と
な
っ
て
い
る
。
埼
玉
県
が
県
内
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
標
準
的
な 

 
 

 

考
え
方
等
を
示
し
た
埼
玉
県
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
基
準
（
以
下
、
「
運
営
基
準
」
と 

 
 

 

い
う
。
）
は
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
内
の
児
童
が
生
活
す
る
ス
ペ
ー
ス
は
一
人
当
た
り
一
・ 

 
 

 

六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
広
さ
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
ク
ラ
ブ 

 
 

 

内
の
児
童
が
生
活
す
る
ス
ペ
ー
ス
は
一
人
当
た
り
〇
・
九
六
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
運 

 
 

 

営
基
準
が
示
す
ス
ペ
ー
ス
を
大
き
く
下
回
っ
て
お
り
、
遊
び
に
夢
中
な
子
ど
も
同
士
の 

 
 

 

接
触
事
故
が
発
生
す
る
な
ど
適
正
な
保
育
環
境
の
確
保
に
支
障
を
来
し
て
い
る
。
ま
た
、 

 
 

 

現
ク
ラ
ブ
の
利
用
希
望
者
は
今
後
も
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

本
件
事
業
は
、
小
学
校
の
隣
接
地
に
新
た
な
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
以
下
「
新
ク
ラ
ブ
」 

 
 

 

と
い
う
。
）
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
現
ク
ラ
ブ
及
び
新 

 
 

 

ク
ラ
ブ
の
合
計
で
百
十
五
人
程
度
の
児
童
の
受
け
入
れ
が
可
能
と
な
る
た
め
、
現
ク
ラ
ブ 

 
 

 

を
利
用
す
る
児
童
の
一
部
を
新
ク
ラ
ブ
に
受
け
入
れ
る
こ
と
で
現
ク
ラ
ブ
の
適
正
な
保
育 

 
 

 

環
境
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
新
た
な
利
用
希
望
に
対
応
す
る
こ 

 
 

 

と
に
よ
り
、児
童
の
健
全
育
成
及
び
保
護
者
の
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
が
図
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
も 

 
 

 

の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

⑵ 

失
わ
れ
る
利
益 

 
 

 
 

起
業
地
に
は
保
護
す
べ
き
動
植
物
や
文
化
財
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。 

 
 

 
 

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

⑶ 

事
業
計
画
の
合
理
性 

 
 

 
 

本
件
事
業
は
、
児
童
の
増
加
に
よ
り
狭
隘
化
し
た
現
ク
ラ
ブ
の
保
育
環
境
を
適
正
化
す 

 
 

 

る
こ
と
を
主
な
目
的
に
新
ク
ラ
ブ
を
設
置
す
る
も
の
で
あ
り
、本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、 

 
 

 

運
営
基
準
等
に
定
め
る
規
格
等
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

ま
た
、
起
業
者
は
、
起
業
地
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
小
学
校
と
の
接
近
性
等
を
考 

 
 

 

慮
し
、
四
件
の
候
補
地
を
選
定
し
た
上
で
総
合
的
な
比
較
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
う 

 
 

 

ち
土
地
の
収
用
面
積
が
少
な
く
、
小
学
校
か
ら
の
行
き
来
に
つ
い
て
の
安
全
度
が
高
い
な 

 
 

 

ど
の
理
由
に
よ
り
本
件
起
業
地
が
選
択
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
選
択
は
適
切
な
も
の
と
認
め 



 
 

 

ら
れ
る
。 

 
 

 
 

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益 

 
 

を
比
較
衡
量
す
る
と
、得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
、 

 
 

ま
た
、
事
業
計
画
の
合
理
性
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
本
件
事
業
は
土
地
の
適
正 

 
 

か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件 

 
 

を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

ニ 

同
条
第
四
号
要
件 

 
 

⑴ 

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性 

 
 

 
 

現
ク
ラ
ブ
は
、
多
く
の
児
童
を
受
け
入
れ
、
既
に
過
密
な
状
況
に
あ
り
、
適
正
な
保
育 

 
 

 

環
境
の
確
保
に
支
障
を
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性 

 
 

 

は
高
い
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

⑵ 

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性 

 
 

 
 

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る 

 
 

 

と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
起
業
地
の
範
囲
は
、
小
学
校
の
存
続
に
伴
い
恒
久
的
に
用
に
供 

 
 

 

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
収
用
と
使
用
の
範
囲
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る 

 
 

 

と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら 

 
 

れ
る
の
で
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

 
 

ふ
じ
み
野
市
役
所
子
育
て
支
援
課 

       



告 
 

示 

  
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
八
月
十
三
日 

二 

免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名 

 
 

 

竹
芝 

宏
隆 

三 

前
号
に
掲
げ
る
者
の
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
別 

 
 

 

二
級
建
築
士 

四 

第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
登
録
番
号 

 
 

 

第
一
四
四
三
六
号 

五 

免
許
取
消
し
の
理
由 

 
 

 

本
人
か
ら
免
許
取
消
し
の
申
請
が
あ
っ
た
た
め 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
五
号
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